
第七回

参第九号

判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律（案）

　判事補の職権の特例等に関する法律（昭和二十三年法律第百四十六号）の一部を次のよ

うに改正する。

　第二条第三項中「衆議院若しくは参議院の司法委員会専門調査員、衆議院若しくは参議

院の法制部に勤務する参事若しくは副参事、」を「衆議院若しくは参議院の法務委員会に

勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参

事、」に改める。

附　則

１　この法律は、公布の日から施行する。

２　衆議院若しくは参議院の司法委員会専門調査員及び衆議院若しくは参議院の法制部に

勤務する参事若しくは副参事の職にあつた者のその在職については、第二条第三項の改

正規定にかかわらず、なお従前の例による。



理　由

　国会法及び議院事務局法の改正並びに議院法制局法の制定に伴う整理をすると共に、新

たに設けられた常任委員会調査員で法務委員会に勤務するものについて、裁判所法第四十

一条、第四十二条及び第四十四条の規定の適用に関し、その在職年数を法務府事務官の在

職年数とみなす特例を認める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


